
第１８回３者協議＋記者会見 ＆ 津地裁・要請行動について

2026年5月 鈴鹿殺人事件・加藤映次さんを守る会 国民救援会

要請行動日 2026年7月14日（火）
鈴鹿殺人事件は2022年6月に再審請求し、丸4年が経過しますが、まったく進展は見られませ

ん。17回も3者協議を行いましたが、検察は徹底した引き延ばしをおこなっています。それに

加えて立証のないままに、弁護団の主張を否定するばかりですが、裁判所もそれに疑問を呈す

ることなく追随しようとしています。冤罪であることが明らかになれば関係者に累が及ぶこと

は確実であり、これからもこれまで以上の抵抗が予想されます。

前回の3者協議で、弁護団は事件現場の鍵の問題について追及をおこないました。

検察官が交代しましたが裁判長は異動しませんでした。検察の不正義を止めさせ、公正な審

理がおこなわれるよう、要請行動をおこないます。

要請署名を寄せてください

10:20 津地裁前で弁護団を激励、送り出し 水分補給ヨロシク

10:30から３者協議がおこなわれます。津センターパレス地下

1階の会議室へ移動。

11:00頃から弁護団が記者会見

終了後、昼食をめいめいでとってください

食事のできるところは紹介します

13:30 津地裁への要請行動をおこないます

14:10 津地検への要請行動をおこないます

14:50頃に終了、解散

正義のための闘い

積極的参加を！！

不明な場合は

愛知県本部まで

事前申し込みもお願い

052-684-5825
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■交通手段■

【車の場合】

伊勢自動車道「津」インターから

東へ3.3km

【近鉄の場合】

〇「津」駅下車

「津駅前」で路線バス6、51、65、

91、93など三重会館経由であれば

どれでもOK。「三重会館」下車で、

津センターパレス正面に到着しま

す。地裁までは徒歩8分。

〇「津新町」駅下車から徒歩15分
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津地裁の駐車場に

車が停められるよ

うになりました

ご利用ください

鈴鹿殺人事件 ３者協議記者会見 ＆「要請行動」

守る会総会を

第18回3者協議後

の7月20日に開催

します。

ぜひご参加を！



連絡先 鈴鹿殺人事件・加藤映次さんを守る会

〒496-0862 愛知県津島市城山町1-15 加藤元博気付

TEL/FAX 0567-25-4976 ブログ http://eiji-enzai.blog.jp/

鈴鹿殺人事件

加藤映次さんを守る会総会

鈴鹿殺人事件 とは、2012年11月13日に鈴

鹿市山本町で発生した事件で、会社役員の辻

元彦(当時38歳)さんが何者かによって後頭部

を殴打され殺害されたものです。

事件現場はお茶畑の広がるのどかな山村の、

一軒の住宅の離れです。

母屋に住む母親が、息子が起きてこないこ

とを不審に思い、父親と合鍵でドアを開けた

ところ、遺体を発見しました。

共同経営者の加藤映次さん(当時34歳)が事

件直前に訪問していたとして、逮捕・起訴さ

れました。

この事件では加藤さんが犯行を犯したとす

る直接的な証拠は一切ありません。

それにもかかわらず、警察は不十分な捜査

のままに、加藤さんを犯人と決め付け、検察

も疑問を挟みませんでした。

しかし、調べれば調べるほど多くの疑問が

解決のできない状況で、まったくまともな科

学的捜査がおこなわれたとはいえないものと

なっています。もちろん加藤さんの「自白」

はありません。

加藤さんは無実を訴えましたが、2015年7

月に津地裁で懲役17年の有罪判決が言い渡さ

れ、2016年12月に名古屋高裁で控訴棄却。20

18年7月、最高裁でも棄却され現在、千葉刑

務所に収監中です。

弁護団は被害者のスマホの通信記録や法医

学者の鑑定書などを新証拠として、2022年6

月30日、津地裁に再審請求を申し立てました。

＜入場無料＞

2026年７月２０日(月・祝)

13:30～16:30

国際センター研修室

地下鉄桜通線「国際センター」駅下車

駅から直通、泥江町交差点の北東角

【議題】

弁護団からの報告

事件概要

今後の活動方針など

※終了後、懇親会を

おこないます

再審申し立てから4年！

2022年6月に、津地裁に対して再審請求をおこなっ

てから4年も検察・裁判所によって引き伸ばされま

した。

この事件は明らかな冤罪です。

検察はそれを十分に承知しているから、証拠を

出さず、必死で引き伸ばしにかかっています。裁

判所もそれに同調する始末です。

その証拠に3者協議はこの4年間で、17回もおこ

なわれているにもかかわらず、まったく論点は解

決せず、検察もまともな意見書も提出できていな

い状況です。

「再審法」が変わろうとしている今こそ、司法

が冤罪の解決にまともに向き合うための運動を高

める時です。

総会で問題点を知り、今後の活動について意見

交換しましょう。

弁護団からも最新の状況についての報告が行わ

れます。ぜひともご参加ください。


